
海岸漂着物地域対策推進事業について

環境整備課

１ 事業の目的

海岸における良好な景観及び環境の保全を図るため、「第２次秋田県海岸漂着物

等対策推進地域計画」（以下「地域計画」という。）に基づいて、海岸漂着物等を

回収処理するとともに、その発生抑制について普及啓発する。

２ 事業の概要 

（１）重点区域海岸漂着物等回収処理事業              45,268 千円 

地域計画で定める重点区域等において、海岸漂着物等の回収処理を行う。

・実施主体：県、能代市、男鹿市及びにかほ市 

・実施箇所：地域計画で定めた２２海岸（総延長約１４２ｋｍ）等 

・補 助 率：７／１０～９／１０ 

（２）海岸漂着物等発生抑制事業                         6,307 千円

沿岸部だけでなく、内陸部を含めた海岸漂着物等の発生抑制について普及啓発

する。

   ・身近な地域のクリーンアップの呼びかけ及びイベントの開催 

・雄物川３地点からの模擬フロートの流下動向や漂着状況の調査とその成果を 

まとめた啓発リーフレットの作成 

（３）海岸漂着物対策推進協議会運営事業                 268 千円 

   海岸管理者、市町村、国の機関、民間団体及び地域住民で構成する海岸漂着物

対策推進協議会を開催する。 

３ 予算額 

    ５１，８４３千円 
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